
７水管第 2235 号 

令和７年 12 月８日

水産政策審議会 会長 

佐々木 貴文 殿 

農林水産大臣 鈴木 憲和 

特定水産資源（くろまぐろ（小型魚）及びくろまぐろ（大型魚））に関する

令和８管理年度における漁獲可能量の設定及びその当初配分等について（諮

問第 491 号） 

 漁業法（昭和 24 年法律第 267 号）第 15 条第１項の規定に基づき、特定水産資源（く

ろまぐろ（小型魚）及びくろまぐろ（大型魚））に関する令和８管理年度における漁

獲可能量等を別紙１のとおり定めたいので、同条第３項の規定に基づき、貴審議会の

意見を求める。 

 また、漁業法第 15 条第４項の規定に基づき都道府県知事の意見を聴いた後、速やか

に同条第１項に基づき特定水産資源（くろまぐろ（小型魚）及びくろまぐろ（大型魚））

に関する令和８管理年度における都道府県別漁獲可能量を別紙２のとおり定めたいの

で、同条第３項の規定に基づき、併せて貴審議会の意見を求める。 

 さらに、くろまぐろの漁獲可能量に関する令和８管理年度における漁獲可能量、都

道府県別漁獲可能量、大臣管理漁獲可能量の変更の取扱いについて、別紙３の取扱い

としたいので、同条第６項において準用する同条第３項の規定に基づき、併せて貴審

議会の意見を求める。 
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別紙１ 

-
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-

○ 農 林 水 産 省 告 示 第 号

漁 業 法 （ 昭 和 二 十 四 年 法 律 第 二 百 六 十 七 号 ） 第 十 五 条 第 一 項 の 規 定 に 基 づ き 、 く ろ ま ぐ ろ （ 小 型 魚 ） 及 び

く ろ ま ぐ ろ （ 大 型 魚 ） ） に 関 す る 令 和 八 管 理 年 度 に お け る 同 項 各 号 に 掲 げ る 数 量 を 次 の よ う に 定 め た の で 、

同 条 第 五 項 の 規 定 に 基 づ き 、 次 の と お り 公 表 す る 。

令 和 年 月 日

農 林 水 産 大 臣 鈴 木 憲 和
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くろまぐろ（小型魚）及びくろまぐろ（大型魚）に関する令和８管理年度（くろまぐろに係る大臣管理区

分にあっては令和８年１月１日から同年12月31日まで、くろまぐろに係る知事管理区分にあっては令和８年

４月１日から翌年３月31日までの期間をいう。）における漁業法（以下「法」という。）第15条第１項各号

に掲げる数量は、次のとおりとする。 

第一 くろまぐろ（小型魚） 

一 漁獲可能量（法第15条第１項第１号関係） 

4,373.9トン 

二 都道府県別漁獲可能量（法第15条第１項第２号関係） 

法第15条第１項第２号の都道府県別漁獲可能量は、法第15条第４項の規定により関係する都道府県

知事の意見を聴いた後、速やかに定めるものとする。 
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三 大臣管理漁獲可能量（法第15条第１項第３号関係） 

法第15条第１項第３号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、それ

ぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。 

（単位：トン） 

大 臣 管 理 区 分 大 臣 管 理 漁 獲 可 能 量 

くろまぐろ（小型魚）大中型まき網漁業 1,200.0 

くろまぐろ（小型魚）かじき等流し網漁業等 14.2 

くろまぐろ（小型魚）かつお・まぐろ漁業 44.7 

 

第二 くろまぐろ（大型魚） 

一 漁獲可能量（法第15条第１項第１号関係） 

8,469.6トン 

二 都道府県別漁獲可能量（法第15条第１項第２号関係） 

 

 

-
 
4
 
-
 

法第15条第１項第２号の都道府県別漁獲可能量は、法第15条第４項の規定により関係する都道府県

知事の意見を聴いた後、速やかに定めるものとする。 

三 大臣管理漁獲可能量（法第15条第１項第３号関係） 

法第15条第１項第３号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、それ

ぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。 

（単位：トン） 

大 臣 管 理 区 分 大 臣 管 理 漁 獲 可 能 量 

くろまぐろ（大型魚）大中型まき網漁業（漁獲量

の総量の管理を行う管理区分） 

2,081.3 

くろまぐろ（大型魚）大中型まき網漁業（漁獲割

当てによる管理を行う区分） 

2,035.0 

くろまぐろ（大型魚）かじき等流し網漁業等 81.0 
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くろまぐろ（大型魚）かつお・まぐろ漁業（漁獲

量の総量の管理を行う区分） 

15.0 

くろまぐろ（大型魚）かつお・まぐろ漁業（漁獲

割当てによる管理を行う管理区分） 

1,153.3 
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別紙２ 
○ 農 林 水 産 省 告 示 第 号

漁 業 法 （ 昭 和 二 十 四 年 法 律 第 二 百 六 十 七 号 ） 第 十 五 条 第 六 項 の 規 定 に 基 づ き 、 令 和 年 月 日 農 林 水 産

省 告 示 第 号 （ 特 定 水 産 資 源 （ く ろ ま ぐ ろ （ 小 型 魚 ） 及 び く ろ ま ぐ ろ （ 大 型 魚 ） ） に 関 す る 令 和 八 管 理 年 度

に お け る 漁 業 法 第 十 五 条 第 一 項 各 号 に 掲 げ る 数 量 を 公 表 す る 件 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

令 和 年 月 日

農 林 水 産 大 臣 鈴 木 憲 和

次 の 表 に よ り 、 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 の 傍 線 を 付 し た 部 分 （ 以 下 「 傍 線 部 分 」 と い う 。 ） で こ れ に 対 応 す

る 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 の 傍 線 部 分 が あ る も の は 、 こ れ を 当 該 傍 線 部 分 の よ う に 改 め る 。

-
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-

改 正 後 改 正 前 

くろまぐろ（小型魚）及びくろまぐろ（大型魚）に関する令和８

管理年度（くろまぐろに係る大臣管理区分にあっては令和８年１月

１日から同年12月31日まで、くろまぐろに係る知事管理区分にあっ

ては令和８年４月１日から翌年３月31日までの期間をいう。）にお

ける漁業法（以下「法」という。）第15条第１項各号に掲げる数量

は、次のとおりとする。 

くろまぐろ（小型魚）及びくろまぐろ（大型魚）に関する令和８

管理年度（くろまぐろに係る大臣管理区分にあっては令和８年１月

１日から同年12月31日まで、くろまぐろに係る知事管理区分にあっ

ては令和８年４月１日から翌年３月31日までの期間をいう。）にお

ける漁業法（以下「法」という。）第15条第１項各号に掲げる数量

は、次のとおりとする。 

第一 くろまぐろ（小型魚） 第一 くろまぐろ（小型魚） 

一 漁獲可能量（法第15条第１項第１号関係） 

4,373.9トン 

一 漁獲可能量（法第15条第１項第１号関係） 

4,373.9トン 

二 都道府県別漁獲可能量（法第15条第１項第２号関係） 

法第15条第１項第２号の都道府県別漁獲可能量は、次の表の左

欄に掲げる都道府県ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量

とする。 

（単位：トン） 

都 道 府 県 都 道 府 県 別 漁 獲 可 能 量 

北海道 142.0 

青森県 340.5 

岩手県 90.5 

宮城県 68.2 

秋田県 40.2 

山形県 28.3 

福島県 22.9 

茨城県 33.5 

千葉県 81.5 

東京都 25.0 

神奈川県 47.7 

新潟県 104.3 

富山県 110.8 

石川県 101.7 

福井県 46.5 

二 都道府県別漁獲可能量（法第15条第１項第２号関係） 

法第15条第１項第２号の都道府県別漁獲可能量は、法第15条第

４項の規定により関係する都道府県知事の意見を聴いた後、速

やかに定めるものとする。 
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静岡県 41.7 

愛知県 1.0 

三重県 47.4 

京都府 48.9 

大阪府 1.0 

兵庫県 22.5 

和歌山県 42.5 

鳥取県 19.0 

島根県 107.1 

岡山県 1.0 

広島県 1.0 

山口県 138.6 

徳島県 30.5 

香川県 1.0 

愛媛県 22.2 

高知県 82.8 

福岡県 26.9 

佐賀県 19.1 

長崎県 879.9 

熊本県 25.2 

大分県 14.1 

宮崎県 28.4 

鹿児島県 41.3 

沖縄県 1.0 
�

三 大臣管理漁獲可能量（法第15条第１項第３号関係）(略) 三 大臣管理漁獲可能量（法第15条第１項第３号関係）（略） 

第二 くろまぐろ（大型魚） 第二 くろまぐろ（大型魚） 

一 漁獲可能量（法第15条第１項第１号関係） 

8,469.6トン 

一 漁獲可能量（法第15条第１項第１号関係） 

8,469.6トン 

二 都道府県別漁獲可能量（法第15条第１項第２号関係） 

法第15条第１項第２号の都道府県別漁獲可能量は、次の表の左

欄に掲げる都道府県ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量

二 都道府県別漁獲可能量（法第15条第１項第２号関係） 

法第15条第１項第２号の都道府県別漁獲可能量は、法第15条第

４項の規定により関係する都道府県知事の意見を聴いた後、速

-
4
 
-

とする。 

（単位：トン） 

都 道 府 県 都 道 府 県 別 漁 獲 可 能 量 

北海道 446.5 

青森県 685.8 

岩手県 89.1 

宮城県 39.1 

秋田県 49.3 

山形県 27.8 

福島県 2.0 

茨城県 18.3 

千葉県 78.6 

東京都 61.2 

神奈川県 28.6 

新潟県 131.6 

富山県 30.5 

石川県 60.5 

福井県 32.9 

静岡県 48.1 

愛知県 2.0 

三重県 45.8 

京都府 46.2 

大阪府 2.0 

兵庫県 22.5 

和歌山県 54.3 

鳥取県 18.2 

島根県 41.5 

岡山県 2.0 

広島県 2.0 

山口県 56.3 

徳島県 21.6 

やかに定めるものとする。 

8



-
5
 
-

香川県 2.0 

愛媛県 18.1 

高知県 37.0 

福岡県 20.6 

佐賀県 20.7 

長崎県 234.7 

熊本県 18.3 

大分県 18.6 

宮崎県 35.1 

鹿児島県 30.8 

沖縄県 236.5 
�

三 大臣管理漁獲可能量（法第15条第１項第３号関係）（略） 三 大臣管理漁獲可能量（法第15条第１項第３号関係）（略） 
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令和８管理年度における漁獲可能量、都道府県別漁獲可能量及び大臣管理漁獲可能量

の変更について（くろまぐろ） 

１ 背景 

令和７管理年度において、くろまぐろ（小型魚）及びくろまぐろ（大型魚）の漁獲

可能量又は都道府県別漁獲可能量又は大臣管理漁獲可能量の変更のうち、以下①～⑤

に掲げるくろまぐろの漁獲可能量の当初配分及び配分量の融通に関する実施要領（令

和２年 12月 25日付水産庁資源管理部長通知、令和７年 10月 17日最終改正。以下

「実施要領」という。）に則り行われるものについては、行政庁の恣意性のない機械的

な変更として、事前に水産政策審議会（以下「審議会」という。）の了承を得ておき、

事後報告で対応できることとした。 

① 都道府県間又は大臣管理区分と都道府県との間で行う融通に伴う数量の変更

② 資源管理基本方針（別紙２－１）第６の３（１）に基づく大臣管理区分「くろ

まぐろ（小型魚）大中型まき網漁業」、「くろまぐろ（小型魚）かじき等流し網漁

業等」及び「くろまぐろ（小型魚）かつお・まぐろ漁業」の漁獲可能期間の終了

によるそれぞれの大臣管理漁獲可能量の未利用分の国の留保への繰り入れに伴

う数量の変更 

③ 資源管理基本方針（別紙２－２）第６の６に基づく大臣管理区分「くろまぐろ

（大型魚）大中型まき網漁業（漁獲割当てによる管理を行う管理区分）」の漁獲可

能期間の終了による大臣管理漁獲可能量の未利用分の国の留保への繰り入れ及

び国の留保からの「くろまぐろ（大型魚）大中型まき網漁業（漁獲量の総量の管

理を行う管理区分）」への追加配分に伴う数量の変更 

④ ＷＣＰＦＣで合意された措置に基づく係数を用いた不等量交換（水産庁資源管

理部漁獲監理官が不等量交換に係る要望調査を行った場合において、当該調査結

果に基づき、同一の都道府県間又は同一の漁業の種類の大臣管理区分間で行われ

るものに限る）に伴う数量の変更 

⑤ 漁獲の対象をくろまぐろ（小型魚）からくろまぐろ（大型魚）へ転換するため

の国が定める枠組み（新資源管理導入円滑化等推進事業のうち相互扶助漁獲支援

事業）に参加する漁業者に対するものとして行う不等量交換に伴う数量の変更 

２ 令和８管理年度の取扱い 

上記１①～⑤に掲げる数量の変更については、引き続き、審議会には事後報告で対

応できることとする。 
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（参照条文） 

○漁業法（昭和 24年法律第 267号）(抜粋)

第十五条 農林水産大臣は、資源管理基本方針に即して、特定水産資源ごと及びそ

の管理年度ごとに、次に掲げる数量を定めるものとする。 

一 漁獲可能量 

二 漁獲可能量のうち各都道府県に配分する数量（以下この章において「都道府

県別漁獲可能量」という。） 

三 漁獲可能量のうち大臣管理区分に配分する数量（以下この節及び第百二十五

条 第一項第四号において「大臣管理漁獲可能量」という。） 

２ （略） 

３ 農林水産大臣は、第一項各号に掲げる数量を定めようとするときは、水産政

策審議会の意見を聴かなければならない。 

４ 農林水産大臣は、都道府県別漁獲可能量を定めようとするときは、関係する

都道府県知事の意見を聴くものとし、その数量を定めたときは、遅滞なく、

これを当該都道府県知事に通知するものとする。 

５ 農林水産大臣は、第一項各号に掲げる数量を定めたときは、遅滞なく、これ

を公表しなければならない。 

６ 前三項の規定は、第一項各号に掲げる数量の変更について準用する。 
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